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職員の採用に関する事務

病院総務課市立病院事務局

 市立病院に勤務する職員の採用事務を行います。また、職員が育児休業を取得した場合

の代替となる任期付職員の採用事務を行います。

採用試験の実施
正規職員の採用事務
任期付職員の随時採用事務
次年度の採用試験に向けた採用活動

8月 9月
10

月
4月 5月 2月 3月6月

事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般

11

月

12

月
1月7月



あり

・地方公務員法

第15条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証

に基づいて行わなければならない。

・茅ヶ崎市職員の任用に関する規則

・地方公務員の育児休業等に関する法律

第６条 任命権者は、第２条第２項又は第３条第１項の規定による請求があった場合において、当

該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理す

ることが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれか

を行うものとする。この場合において、第２号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年

を超えて行うことができない。

１ 当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条及び第十八条において「任期」という。)の限度と

して行う任期を定めた採用

２ 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用

・茅ヶ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

・茅ヶ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
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職員の退職管理に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院に勤務する職員の定年退職、普通退職、任期満了退職について、法令に基づき

適正な退職手続き及び退職手当支給等の事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

普通退職等にかかる事務 事務作業全般
定年退職にかかる退職手当支給事務 事務作業全般



あり

・地方公務員法

第28条の6 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十

一日までの間において、条例で定める日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退

職日」という。)に退職する。

２ 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものと

する。

３ 前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性

があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を

基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年について

は、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体

の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

４ 前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員には適用しない。

・茅ヶ崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

第2条 茅ヶ崎市病院事業の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年

法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第25条第4項において「常時勤務的会計

年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職

員(第25条第2項及び附則第2項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除

く。第26条において同じ。)を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手

当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとす

る。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理

職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
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会計年度任用職員の任用に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 会計年度任用職員の制度の趣旨を踏まえた適正な任用及び報酬、社会保険料等に関する

事務手続きを迅速かつ適正に行います。

 任用事務として、市立病院における必要業務及び必要な人員数、勤務時間数等を算出し

ます。

 雇用保険及び社会保険に関する加入、喪失、保険料支払いに関する事務を通年を通して

行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

会計年度任用職員の期末手当支給事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

会計年度任用職員の任用事務 事務作業全般
会計年度任用職員の報酬等支給事務 事務作業全般

会計年度任用職員の年休付与 事務作業全般
会計年度任用職員の人事評価事務 事務作業全般
会計年度任用職員の次年度採用事務 事務作業全般
雇用保険に関する事務 事務作業全般
社会保険に関する事務 事務作業全般



あり

・地方公務員法

(会計年度任用職員の採用の方法等)

第22条の２ 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第17

条の２第１項及び第２項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。

１ 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第28条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当た

りの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短

い時間であるもの

２ 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要

する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

・雇用保険法

(目的)

第１条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生

じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が

子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定

を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資

するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他

労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

・健康保険法

(目的)

第１条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律

第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産

に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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職員の昇任・昇格に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院に勤務する職員の昇任・昇格事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

昇任・昇格事務 事務作業全般



あり

・地方公務員法

第17条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいず

れかの方法により、職員を任命することができる。

第21条の3 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、

任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しよ

うとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

・茅ヶ崎市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程

第３条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除

き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

第37条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によるこ

とが著しく不適当であると認められる場合には、病院事業管理者が別に定めるところにより、別段

の取扱いをすることができる。
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職員の資格（専門医・麻薬免許等）管理事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院に勤務する医療職員（医師）が、それぞれの診療領域における適切な教育を受

けて十分な知識・経験を持ち、患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師の専門

医等の資格管理を行い、市立病院のホームページ等で公表します。

 市立病院に勤務する医療職員（医師、薬剤師等）が疾病の治療の目的で、業務上麻薬を

施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者とする

ため、麻薬施用者免許の申請・更新・取消事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

専門医資格管理事務 事務作業全般
麻薬施用者免許申請・更新・取消事務 事務作業全般



あり

麻薬及び向精神薬取締法

（免許）

第三条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者

又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用

者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行

う。

２ 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。

七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師

八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
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職員の服務・勤務時間に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 職員の勤務時間及び休暇等の勤務条件について条例、規則を適宜改正し、職員への周知

啓発を行うとともに、職員からの許可申請や、各種証明等の申請に対して適正な手続きを

行い運用を行います。

 職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため、病院職員の時間外勤務時間数の削減

に向けた働きかけを行います。

 病院職員の服務規律の遵守及びモラルの向上を図るための取り組みや施策を検討し、実

施します。

 令和６年度から開始する医師の働き方改革へ対応するため、就業管理システムを活用

し、医師の時間外勤務の実態等を把握します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

各種証明書の発行 事務作業全般

9月
10

月

11

月

勤務体制・休暇など職員の勤務に関する事務 事務作業全般
勤務時間にかかる事務 事務作業全般

医師の働き方改革への取り組み 事務作業全般



あり

・地方公務員法

第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与そ

の他の事情を考慮して定められなければならない。

３ 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

４ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団

体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

・茅ヶ崎市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

第９条 病院事業管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外

の時間において職員に前条に規定する勤務以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)をすることを命

ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該職員に

当該勤務を命じなければ病院事業の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、時間外勤

務をすることを命ずることができる。

2 病院事業管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように

考慮しなければならない。

3 病院事業管理者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用

短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定

められている趣旨に十分留意しなければならない。

・茅ヶ崎市職員の服務に関する条例

・茅ヶ崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
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人事評価制度の運用に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 茅ヶ崎市職員の人材育成基本方針に掲げた「あるべき職員の姿」に向けた人材を育成す

るため、市立病院における人事評価制度を適正に運用します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

勤勉手当への評価結果の活用 事務作業全般

9月
10

月

11

月

目標設定 事務作業全般
中間評価 事務作業全般

昇給への評価結果の活用 事務作業全般
期末評価 事務作業全般



あり

・地方公務員法

第23条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

２ 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するも

のとする。

第23条の2 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければ

ならない。

２ 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者

が定める。

第27条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

・茅ヶ崎市職員人事評価規程

第１条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか職員の人

事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

・茅ヶ崎市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程

第29条 評価終了日以前における直近の連続した2回の人事評価を受けた職員の勤務成績

に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、人事評価の結果に基づ

き、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇

給区分に決定するものとする。この場合において、第1号若しくは第2号又は第4号若しく

は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、病院事業管理者の定めるところにより

行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E
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職員の研修に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 職務遂行上必要な知識及び技術を習得するため、全体の奉仕者としてふさわしい識見及

び教養を高めることを目的に、職員研修（新採用研修等）を実施します。

 また、地方公営企業法全部適用へ移行後の事務局職員の基盤強化に取り組むための研修

を実施するとともに、自治基本条例や障害者差別解消法等に関する理解を深める等の研修

を実施します。

 年度末に、１年間実施した研修内容の把握・取り纏めを行い、毎年度発行している病院

年報に掲載します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

新採用研修（随時採用者） 職員向け研修

9月
10

月

11

月

院内の職員研修の全体把握・取り纏め 事務作業全般
新採用研修（４月採用者） 職員向け研修

事務局職員基盤強化研修 職員向け研修
院内研修の企画立案 事務作業全般



あり

・地方公務員法

（研修）

第39条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与 えら

れなければならない。

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。

３ 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に

関する基本的な方針を定めるものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

職員団体との調整に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 茅ヶ崎市立病院労働組合（以下：労働組合）と職員の勤務条件等に関する交渉連絡調整

を行います。

 労働基準法適用事業所において法定労働時間を超えて労働することが発生する現状に鑑

み、労働基準法第３６条第１項の規定に基づき、労使協定（通称３６協定）を締結し、労

働基準監督署に届け出を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

定例折衝 院内調整・会議
３６協定手続き 事務作業全般



あり

・地方公務員法

（交渉）

第55条１ 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に

係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地

位に立つものとする。

・労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい

てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過

半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行

政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条

の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条におい

て「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時

間を延⾧し、又は休日に労働させることができる。
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職員給与の支給等に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 職員の例月給与及び期末・勤勉手当の支給事務として、本給及び各種手当並びに共済掛

金などの各種引去金を支給日の１週間前までに精査し、適正に支給します。

 公務のための旅費の支事務として、旅行命令に基づく出張等の申請を審査し、毎月１５

日を締め日とし、毎月末に支給します。

 職員に対し児童手当の支給事務として、請求に基づき児童手当の認定及び額の改定を行

うとともに、６月に支給対象児童の現況を確認し、２月、６月、１０月の支給日に支給し

ます。

 所得税の源泉徴収事務として、例月給与等から所得税を控除します。また、年末調整業

務として、職員の給与から源泉徴収した所得税と１年間に納めるべき所得税との差額を精

算し、１２月の月例給与にて年末調整を行います。また、１月に法定調書を提出するほ

か、職員へ源泉徴収票の発行を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

給与の年末調整事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

例月給与支給事務 事務作業全般
期末・勤勉手当支給事務 事務作業全般

旅費の支給事務 事務作業全般
児童手当認定・額改定事務（随時） 事務作業全般
児童手当支給事務 事務作業全般
所得税の源泉徴収事務 事務作業全般



あり

・地方公務員法

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定

められなければならない。

３ 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

４ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を

失しないように適当な考慮が払われなければならない。

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

・茅ヶ崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

第2条 茅ヶ崎市病院事業の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2

号に掲げる職員(第25条第4項において「常時勤務的会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時

間勤務の職を占める職員(第25条第2項及び附則第2項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。第26条

において同じ。)を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

・児童手当法

(公務員に関する特例)

第17条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合に

おいては、第七条第一項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務

所の所在地とする。)の市町村⾧(特別区の区⾧を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条第一項中「市町村

⾧」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三

号)第二条第四項に規定する行政執行法人に勤務する者を除く。)

 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同

じ。)の⾧(裁判所にあつては、最高裁判所⾧官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者

 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十

八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)

 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の⾧又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三

年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の⾧又はその委任を

受けた者)

 ２ 第七条第三項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にす

ることとなつた場合について準用する。

３ 第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、第八条第三項中「住所を変更した」

とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

・所得税法

（年末調整）

第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給

与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする

場合（その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合

を除く。）において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号

に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、

その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければ

ならない。
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職員の福利厚生に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 職員の福利厚生事業について、職員互助会（市連合共済会及び市立病院職員共済会）に

よる各種福利厚生事業を市立病院職員へ実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

職員互助会理事会の出席 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

福利厚生事業の委託（市立病院職員共済会） 伝票処理・契約事務
職員互助会との連絡調整 事務作業全般

市立病院職員共済会における事業企画・会議等 院内調整・会議



あり

・地方公務員法

(厚生制度)

第42条 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を

樹立し、これを実施しなければならない。
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職員被服の貸与・管理事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院に勤務する職員の被服について、被服貸与規程に基づき被服等の貸与を行いま

す。

 被貸与者が退職、休職等により必要数に変更があった場合、貸与品の追加支給、返納、

亡失等の処理を行い、再利用できるものは他の職員へ利活用を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

被服購入（定期・随時） 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

被服貸与必要数の確認 通知等発送
被服貸与品の支給及び返納 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市病院事業職員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、職員に対し、予算の範囲内で職務の執行上

必要な被服を貸与することについて、必要な事項を定める。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間等)

第2条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与される被服等(以

下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。
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職員の安全衛生管理事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院を１事業場とし、産業医及び衛生管理者等を配置しています。

 毎月、職場巡視等により職場環境の問題点を把握するとともに、安全衛生委員会を開催

し、院内で課題を共有し、職場環境の改善を図ることで、市立病院職員の安全と健康を確

保します。

 職員の心身の健康を保持増進するため、健康診断や各種予防接種、特定業務従事者を対

象とした健康診断等を実施し、健診結果に基づき保健指導の設定を行います。

 市立病院職員に対しメンタルヘルスに関する周知啓発やストレスチェックの実施、産業

医面談や保健師面談の設定、なんでもカウンセリング等の相談窓口の周知・案内等を行

い、メンタルヘルス不調の未然防止及び休職者に対する職場復帰支援などのメンタルヘル

スケアを実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

衛生管理者等資格取得手続（必要時） 事務作業全般

9月
10

月

11

月

職場巡視 現場調査・訪問
安全衛生委員会の開催 庁内調整・会議

健康診断等・予防接種の委託事務 伝票処理・契約事務
健康診断等・予防接種の実施に伴う連絡調整 院内調整・会議
健康診断等結果通知 事務作業全般
健康診断等・予防接種委託料の支払 伝票処理・契約事務



あり

・労働安全衛生法

(事業者等の責務)

第３条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労

働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施

する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

(衛生委員会)

第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛

生委員会を設けなければならない。

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、一人とする。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しく

はこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

三 産業医のうちから事業者が指名した者

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指

名することができる。

4 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の

委員」とあるのは、「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。

・労働安全衛生法

(健康診断)

第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する

検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による

特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働

者で、現に使用しているものについても、同様とする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める

者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医

師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査

を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労

働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労

働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業

者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

5 事業者は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生

労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業

場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若し

くは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
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公務災害・労働災害に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院の職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補

償基金に対し、被災職員がその災害によって生じた損害の補償を受けるための事務手続き

を行います。

 また、非常勤職員（会計年度任用職員）の公務上の災害や通勤による災害については、

労働基準監督署に対し被災職員が災害によって生じた損害の補償を受けるための事務手続

きを行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

基金等認定機関の審査結果の通知 通知等発送

9月
10

月

11

月

公務災害報告、申請受付 事務作業全般
職員課との連絡調整 事務作業全般



あり

・地方公務員法

(公務災害補償)

第45条 職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となつた場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受

ける損害は、補償されなければならない。

２ 前項の規定による補償の迅速かつ公正な実施を確保するため必要な補償に関する制度が実施されなければならない。

３ 前項の補償に関する制度には、次に掲げる事項が定められなければならない。

一 職員の公務上の負傷又は疾病に対する必要な療養又は療養の費用の負担に関する事項

二 職員の公務上の負傷又は疾病に起因する療養の期間又は船員である職員の公務による行方不明の期間におけるその職員の所得の喪失に対す

る補償に関する事項

三 職員の公務上の負傷又は疾病に起因して、永久に、又は⾧期に所得能力を害された場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関す

る事項

四 職員の公務上の負傷又は疾病に起因する死亡の場合におけるその遺族又は職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持した者の受ける損

害に対する補償に関する事項

４ 第二項の補償に関する制度は、法律によつて定めるものとし、当該制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が

払われなければならない。

・地方公務員災害補償法

(設置)

第３条 職員についてこの法律(第七章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び

第47条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その

他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、法人とする。

(地方公共団体等の便宜の供与)

第13条 地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

の理事⾧は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の

業務に従事させることができる。

2 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することが

できる。

・茅ヶ崎市職員の公務災害等見舞金等に関する条例

(趣旨)

第１条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、身体障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合において、職

員又はその遺族に対して支給する公務災害等見舞金等(以下「見舞金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金等の種類)

第３条 見舞金等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 遺族特別援護金

(3) 障害見舞金

(4) 障害特別援護金

(5) 傷病見舞金

・労働者災害補償保険法

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という。）

の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保

険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた

労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与すること

を目的とする。

第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又

は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）別表第一に掲げる事業を除く。）

については、この法律は、適用しない。
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市町村職員共済組合との連絡調整等に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院の職員に対し、共済組合制度に関する情報提供を行うとともに、市町村職員共

済組合への医療保険や各種給付金、年金等の申請手続き等の事務調整を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

県市町村職員共済組合制度の情報提供 周知・広報
職員課を通じた市町村職員共済組合への手続き・連絡調整 事務作業全般



あり

・地方公務員法

(共済制度)

第43条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若し

くは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

2 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若

しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。

3 前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶

養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

4 第1項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5 第1項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。

6 第1項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

・地方公務員等共済組合法

(目的)

第１条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負

傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれ

らの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すると

ともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものと

する。

（略）

(設立)

第３条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項

に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。

（略）

六 指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。) 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合

（略）

(組合の業務)

第３条の２ 組合は、次に掲げる業務を行う。

一 短期給付の決定及び支払

二 ⾧期給付の裁定又は決定及び支払

三 厚生年金保険給付組合積立金(第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金

(第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て

四 業務上の余裕金の管理及び運用

五 掛金及び厚生年金保険法第81条第1項の規定による保険料の徴収

六 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務

2 組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。

(地方公共団体の便宜の供与)

第18条 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者

をして組合の業務に従事させることができる。

2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利

用に供することができる。
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臨床研修医・専攻医に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 平成１６年４月から必修化された医師の新臨床研修制度により、診療に従事しようとす

る医師は２年以上の臨床研修を受けなければならないこととなりました。

 市立病院においても臨床研修医について、医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケ

アの基本的な診療能力を修得するとともに研修に専念できる環境を整備するための事務を

行います。

 また、医師臨床研修を修了済（初期研修終了）の内科医師が、内科専攻医を目指すため

に必要な日本専門医機構の定める専門研修プログラムに即した研修を行うための各種事務

手続きを行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

臨床研修の進捗管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

臨床研修の実習に関する関係機関との各種事務手続き 事務作業全般
臨床研修プログラムの作成に関する事務 事務作業全般

臨床研修管理委員会（院内・院外） 事務作業全般
臨床研修の選考に関する事務（試験・説明会） 事務作業全般
臨床研修医の採用・退職事務 事務作業全般
臨床研修プログラム実施における会議等 事務作業全般
臨床研修医の給与・費用弁償事務 事務作業全般
補助金事務、年次報告 事務作業全般
病院見学の対応 事務作業全般
内科専攻医関連事務 事務作業全般



あり

医師法

〔臨床研修〕

第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受け

なければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

３ 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

４ 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14 年厚生労働省令第 158 号）（抄）

（趣旨）

第一条 医師法（昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。）第十六条の二第一項に規定する臨床研修（以下「臨床研修」という。）に関しては、この省令の

定めるところによる。

（臨床研修の基本理念）

第二条 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療に

おいて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

（臨床研修病院の指定）

第三条 法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

一 基幹型臨床研修病院 他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの。

二 協力型臨床研修病院 他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの。

（基幹型臨床研修病院の指定の申請手続）

第四条 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事

項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

二 管理者の氏名

三 名称及び所在地

四 医師の員数

五 診療科名

六 救急医療の提供の実績

七 病床の種別ごとの病床数

八 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数

九 前年度の病床の種別ごとの平均在院日数

十 前年度の臨床病理検討会（個別の症例について病理学的見地から検討を行うための会合をいう。以下同じ。）の実施状況

十一 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要

十二 研修管理委員会（臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。）の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名

十三 研修プログラム（臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。）の名称及び概要

十四 プログラム責任者（研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医

2

る医師をいう。以下同じ。）に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。）の氏名

十五 臨床研修指導医（研修医に対する指導を行う医師をいう。以下「指導医」という。）の氏名及び担当分野

十六 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法

十七 研修医の処遇に関する事項

十八 その他臨床研修の実施に関し必要な事項。

２ 臨床研修病院（法第十六条の二第一項の指定を受けた病院をいう。以下同じ。）の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、

前項第十三号から第十七号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。

３ 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び臨床研修病院群（共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設（臨床研修病院と

共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院及び医学を履修する課程を置く大学に付属する病院（以下「大学病院」という。）以外のものをいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類を添えなければならない。

一 研修プログラム

二 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十七号及び第十八号に掲げる事項（当

該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第十一号までに掲げる事項）並びに研修医の指導を行う者の氏名及び担当分野を

記載した書類（臨床研修病院の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第十七号に掲げる事項並びに研修医の指導を行う

者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。）

三 その他臨床研修の実施に関し必要な書類

（協力型臨床研修病院の指定の申請手続）

第五条 前条の規定は、協力型臨床研修病院の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第十

二号及び第十三号に掲げる事項を除く。）」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由

して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十三号から第十七号まで」とあるのは「前項第十四号から第十七号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類及び臨床

研修病院群（共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設（臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修

病院及び医学を履修する課程を置く大学に付属する病院（以下「大学病院」という。）以外のものをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）を構成することとなる

関係施設相互間の連携体制を記載した書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
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職員の研究研修に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院が質の高い医療を提供するため、職員の技術力向上として研究研修に関する事

務（各種研修等への参加手続き、研修参加に伴う出張旅費計算、医学図書等の購入及び文

献取り寄せ事務、各科における研究・研修等に必要な物品の購入、web研修受講環境整備

等）を院内の医療職員と協議・相談しながら行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

医学図書等の購入及び文献取り寄せ事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

各種研修等への参加手続き 事務作業全般
研修参加に伴う出張旅費計算事務 事務作業全般

研究・研修等に必要な物品の購入等の事務 事務作業全般



なし

・地方公務員法

（研修）

第39条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与 えら

れなければならない。

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。

３ 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に

関する基本的な方針を定めるものとする。
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病院広報に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院を多くの市民へ知っていただく機会として、また、市民に愛される病院を目指

し、広報ちがさきの発行にあわせて９月、２月に市立病院通信を発行します。

 また、市のホームページと調和した統一感のあるホームページを作成・管理し、市立病

院の各科の紹介や取り組みを見やすく、分かりやすく紹介します。

 毎年、病院年報を作成し市立病院の活動状況を関係先医療機関等へ公表します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

病院年報の作成及び公表 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

市立病院通信紙面編集(編集会議～発行) 事務作業全般
ホームページの更新・管理 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市自治基本条例

第14条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

 (1) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めること。

 (2) 市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供を受けられるよう努める こ

と。
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病院開設事項等の許認可申請に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院の運営における県等への申請・届け出を行います。

 ・病院開設許可申請書

 ・構造設備使用許可申請書

 ・病院（診療所、助産所）開設許可事項変更許可申請書

 ・病院（診療所、助産所）許可（届出）事項変更届

 ・地域医療支援病院と称することの承認申請書

 ・地域医療支援病院の業務に関する報告書 等

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

開設許可事項変更許可申請等（随時） 事務作業全般
地域医療支援病院の業務等（随時） 事務作業全般



あり
医療法施行規則

第一条の十四 法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設

地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の

市⾧又は特別区の区⾧。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の

開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続す

る法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者

が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた

者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)

二 名称

三 開設の場所

四 診療を行おうとする科目

五 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法

六 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨

七 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨

八 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員

九 敷地の面積及び平面図

十 敷地周囲の見取図

十一 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)

十二 病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要

十二の二 療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要

十三 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要

十四 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

十五 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例

十六 開設の予定年月

（略）

３ 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、

第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするとき

は、許可を受けることを要しない。

４ 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる

事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。

５ 法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載

した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 医師、看護師その他の従業者の定員

二 法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要

三 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

６ 診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有すること

となる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。

７ 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場

合に限る。

一 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護

の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設け

ようとするとき。

二 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認め

るものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。

三 前二号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床又は一般病床の病床数を増加させようとするとき(次号

に掲げる場合を除く。)。

四 診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床若しくは一般病床の病床数を減少させようとするとき又は療養病床若し

くは一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき。

五 都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時

から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種

別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。

８ 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床又は一般病床を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床

が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。

９ 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床若しくは一般病床の病床数又は療養病床若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県

知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。

１０ 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあ

つては、同項第三号)に掲げる事項とする。

１１ 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならな

い事項は、第五項各号に掲げる事項とする。

１２ 法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る

病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区

域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将

来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
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補助金申請に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院の経営に鑑み、収入として得られる補助金について、国及び県等の最新の情報

を積極的に収集し、適切な補助金申請事務を行います。また、交付要綱等を精読し、補助

対象を的確に把握します。

【補助金申請の現状】

（国庫）

・臨床研修費等補助金

（県）

・神奈川県周産期救急医療事業補助金

・神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金

（産科医師等分娩手当補助事業、新人看護職員研修事業、在宅医療等看護実習施設受入拡

充事業）

・国民健康保険特別調整交付金（保険事業分、医師等の確保支援事業、救急患者受入支援

事業等）

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

国・県等の補助申請・実績申請等事務 事務作業全般



なし

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

第５条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政

令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必

要な事項を記載した申請書に各省各庁の⾧が定める書類を添え、各省各庁の⾧に対しその

定める時期までに提出しなければならない。

第14条 補助事業者等は、各省各庁の⾧の定めるところにより、補助事業等が完了したと

き(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助

事業等実績報告書に各省各庁の⾧の定める書類を添えて各省各庁の⾧に報告しなければな

らない。補助金等の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

・神奈川県補助金の交付等に関する規則

第３条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した交付申請

書（別記様式）を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認を受けた

ときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に知事が別に定める書類を添

えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了し

た場合も、同様とする。
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医療安全に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院が安全で信頼される医療を提供するために、医療安全管理委員会を中心としな

がら、全職員が常にリスク・マネジメントの考え方を念頭に置き、医療事故を防止するた

めの環境を構築するための事務を行います。

 医療事故防止を図るため、安全管理マニュアルの更新、医師、看護職員等の研修やイン

シデント・アクシデントレポートの活用を行うとともに、医療事故の公表等により透明性

を確保し、安全で安心な医療の提供を目指します。

 具体的な業務として、インシデント・アクシデント報告の管理・分析・対策の提案、医

療安全対策の周知、医療安全に関する研修の企画、医療安全関連の委員会・部会等の活動

支援を行います。

 また、医療訴訟等に関する事務（院内関係職員との連絡調整及び顧問弁護士との報告・

連絡・相談や医療裁判等の対応）や病院が加入する損害賠償責任保険の各種手続き・支払

い等の事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

リスクマネージャー会議（毎月） 院内調整・会議

9月
10

月

11

月

医療安全管理室会議（毎週） 院内調整・会議
医療安全管理委員会（毎月） 院内調整・会議

医療安全研修事務 職員向け研修
医療訴訟等に関する事務 事務作業全般
損害賠償責任保険の各種手続き・支払い等の事務 事務作業全般



あり

・医療法

第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報

の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

第六条の十 病院、診療所又は助産所（以下この章において「病院等」という。）の管理者

は、医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑

われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚

生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）が発生した場合には、厚生労働

省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省

令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならな

い。

２ 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に

係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者

（以下この章において単に「遺族」という。）に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しな

ければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りで

ない。

第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査（以下この章において「医療事

故調査」という。）を行わなければならない。

２ 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体（法人

でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二

において「医療事故調査等支援団体」という。）に対し、医療事故調査を行うために必要な支

援を求めるものとする。

３ 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に

必要な支援を行うものとする。

４ 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなけれ

ばならない。

５ 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対

し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺

族の所在が不明であるときは、この限りでない。

第六条の十二 病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該

病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
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経費の支払等に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 病院運営における必要な経費の支払等に関する事務を行います。毎月定例的に支払いが

発生する、光熱水費や通信運搬費、必要に応じて購入している消耗品等の支払いを行いま

す。

 多くの経費については年間契約を締結しており、年度始めに１００件以上の入札を行う

ほか、定期的に契約事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

入札・契約事務 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

経費の支払い等に関する事務 伝票処理・契約事務
仕様書（契約内容）の見直し 庁外調整・会議



なし
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材料の購入等に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 薬品、診療材料等に診療に係わる材料の購入に関する事務を行います。購入にあたって

は、コンサルティング会社を活用し、価格交渉を行うことで納品価格の見直しを行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

入札・契約事務

9月
10

月

11

月

薬品・診療材料等の購入 伝票処理・契約事務
薬品・診療材料等の価格交渉 庁外調整・会議



なし
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減価償却に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 新規に取得した資産について、資産計上を行うとともに、次年度以降減価償却を行いま

す。予算・決算時に減価償却費の確定作業を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

減価償却費に関する事務 事務作業全般
予算・決算に関する事務 事務作業全般



なし
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資産減耗に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 医療機器及び薬品費、診療材料費について資産減耗費の計上を行います。

 資産計上されている医療機器等資産について、備品返納書提出時に対象機器の把握を行

い、年度末に固定資産除却費の計上を行います。

 薬品費、診療材料費については、物流管理システム業務委託にかかる月次の報告によ

り、期限切れとなったもの及び破損したものを毎月把握し、年度末に棚卸資産減耗費とし

て計上を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

棚卸資産減耗費の把握 事務作業全般
固定資産除却費対象機器の把握 事務作業全般



なし
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医療機器に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 医療機器の選定・購入等を行います。

 医療機器を整備するにあたり、各科へ希望調査を行い、調査表をとりまとめ、医療機器

等整備委員会にて整備する機器の決定を行います。200万円を超える医療機器を整備する

際には、機種選定委員会にて機種の選定を行います。

 修理可能な医療機器については、その都度修理にて対応を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

機種選定委員会 院内調整・会議

9月
10

月

11

月

医療機器の選定、契約、購入 伝票処理・契約事務
医療機器等整備委員会 院内調整・会議

医療機器修理対応 事務作業全般
高度医療機器整備事務 事務作業全般



なし
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病院施設の維持・管理に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 病院施設内で発生した故障、破損について、その都度修繕等を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

病院施設内修繕 新設・修繕・建替工事



なし
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投資に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 看護師の奨学金事業を運営します。

 医師公舎の敷金の支出事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

看護師の奨学金の貸付 伝票処理・契約事務
医師公舎の敷金の支出事務 伝票処理・契約事務



あり

茅ヶ崎市看護師等奨学金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、将来茅ヶ崎市立病院に勤務する有能な保健師、助産師及び看護師(以下「看護職員」という。)を育成するため、茅ヶ崎市看

護師等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例2・平14条例7・平23条例17・一部改正)

(奨学金の貸付け)

第2条 市は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第21条までの規定により文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した大

学、学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、次に掲げる条件を備えたものに奨学金を貸し付けることができる。

(1) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、身体が健康であること。

(2) 養成施設を卒業した後、看護職員として茅ヶ崎市立病院に勤務する意思を有すること。

2 前項の奨学金には、利子を付さない。

(平12条例41・平14条例7・平23条例17・一部改正)

(奨学生の選考)

第3条 病院事業管理者は選考によって奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、月額50,000円とする。

(平14条例7・一部改正、平23条例17・全改)

(貸付期間)

第5条 奨学金の貸付期間は奨学生として決定された日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。

(貸付の休止)

第6条 病院事業管理者は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の貸付

けを休止することができる。

(貸付の廃止)

第7条 病院事業管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸付け

を廃止することができる。

(1) 養成施設を退学し、または退学させられたとき。

(2) 奨学生であることを辞退したとき。

(3) 疾病等のため養成施設を卒業する見込みがないと認められるとき。

(4) 停学の処分を受けたとき。

(5) 学業成績または性行が著しく不良となったと認められるとき。

(6) 虚偽その他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(返還の義務)

第8条 奨学金の貸付けを受けた者は貸付けを受けた奨学金の全額を返還しなければならない。

2 奨学金の返還の時期及び方法は、病院事業管理者が定める。

(返還の猶予)

第9条 病院事業管理者は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には当該事情が継続している間、奨学金の返還を

猶予することができる。

(1) 看護職員として茅ヶ崎市立病院に勤務しているとき。

(2) 進学、被災、その他特別の事情により病院事業管理者が必要と認めるとき。

(返還の免除)

第10条 第8条の規定にかかわらず、病院事業管理者は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当することになった場合には、

奨学金返還の債務の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けた期間に相当する期間、看護職員として茅ヶ崎市立病院に勤務したとき。

(3) 疾病等、その他特別の事情により貸付けを受けた奨学金を返還する能力を失ったと認められるとき。

(4) 前各号との均衡上、病院事業管理者が特に必要と認めるとき。

(遅延利息の徴収)

第11条 奨学生が正当な理由がなくて、奨学金を返還すべき日までに返還しなかった場合においては、返還すべき日の翌日から返還の日までの

日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合をもって計算した遅延利息(10円未満の端数は切り捨てる。)を徴収することができ

る。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
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病院業務状況の定例的な報告に関する事務

市立病院事務局 病院総務課

 診療に関する各種データ等の情報収集を行い病院日誌を作成を行います。また、病院報

告を作成し保健所へ報告します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

病院日誌の作成 事務作業全般
保健所等への定例的な報告業務 事務作業全般



あり

・医療法

第二十一条  病院は、厚生労働省令（第一号に掲げる従業者（医師及び歯科医師を除く。）及び第

十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例）の定めるところにより、次に掲げる人員及び施

設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一  当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、

都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者

二  各科専門の診察室

三  手術室

四  処置室

五  臨床検査施設

六  エックス線装置

七  調剤所

八  給食施設

九  診療に関する諸記録

十  診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設

十一  療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室

十二  その他都道府県の条例で定める施設

・医療法施行規則

第二十条  法第二十一条第一項第二号 から第六号 まで、第八号、第九号及び第十一号の規定によ

る施設及び記録は、次の各号による。

十  診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記

録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診

療計画書とする。

・医療法施行令

（病院報告の提出）

第四条の八 病院（療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。）の管理

者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関

する報告書（以下この条において「病院報告」という。）を厚生労働大臣に提出しなければならな

い。

２ 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の⾧に提出

するものとする。

３ 病院報告の提出を受けた保健所の⾧は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を

当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。

４ 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市⾧又は区

⾧を経由して行うものとする。

５ 第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところに

より、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
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8
9
10
11
12
13
14
15

部内及び病院内調整事務

市立病院事務局 病院総務課

 市立病院が地域の基幹病院として地域住民に愛され、良質で安全な医療を実現するため

には、病院に集まってくる様々な情報のとりまとめや、業務の効率化、経営改善の取り組

みが不可欠です。

 このことから、病院総務課では、病院内の事務事業の総合調整に関することや病院内の

重要事業の進行管理に関すること、病院内業務の事務能率の増進に関すること、病院内の

会議に関すること、病院内の連絡に関すること等についての事務を行います。

8月 3月
12

月
1月 2月

病院内の事務事業の総合調整 院内調整・会議

9月
10

月

11

月

病院幹部会議 院内調整・会議
病院運営連絡調整会議 院内調整・会議

4月 5月 6月 7月

院内の重要事業の進行管理に関すること 院内調整・会議
病院内業務の事務能率の増進に関すること 院内調整・会議
病院内の会議に関すること 院内調整・会議
病院幹部職員を始めとしたスケジュール管理・調整等 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市立病院の組織等規程

第12条 事務局病院総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(23) 市立病院内の事務事業の総合調整に関すること。

(24) 市立病院内の重要事業の進行管理に関すること。

(25) 市立病院内業務の事務能率の増進に関すること。

(26) 市立病院内の会議に関すること。

(27) 市立病院内の連絡に関すること。

・病院幹部会議要綱

第10条 会議の庶務は、病院総務課において処理する。
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15

災害応急対策活動

市立病院事務局 病院総務課

 病院内の訓練として、消火避難訓練、災害対応訓練を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

消火避難訓練・災害対応訓練 院内調整・会議



あり

・消防法第８条第１項

・消防法施行令第３条の２第２項

・消防法施行規則第３条第１０項


